
令和２年７月 

 

日本学生支援機構給付奨学生(新制度・令和２年度採用)の皆さんへ 

 

学生支援課奨学支援グループ 

 

「在籍報告(７月)」の入力について（給付奨学金新制度） 

 

 日本学生支援機構より現在給付奨学金を受給中の方の「在籍報告」について通知があ

りました。ついては、別紙｢在籍報告」の提出（入力）手続き及び下記の注意事項を確

認のうえ、期限までにスカラネット・パーソナルより入力してください。併せて、自宅

通学から自宅外通学に変更、または国籍、在留資格、在留期間等に変更がある場合のみ、

期限までに証明書類を奨学支援グループ窓口に郵送してください 

 なお、｢在籍報告｣が期間中に入力されない場合や「証明書類」が期間中に奨学支援グ

ループ窓口に郵送されない場合（該当者のみ）は、給付奨学金の振込が止まります。 

 

記 

 

Ⅰ.「在籍報告」入力【給付奨学金（新制度）受給者は全員必要】 

１．入力期間 

令和２年７月６日(月)～７月１７日(金)２５時 ※土日も入力可 

※旧制度受給者とは入力期間が異なりますのでご注意ください。 

 

２．入力方法 

   スカラネット・パーソナルによる入力 

   ※スカラネット・パーソナルにまだ登録していない奨学生は登録してください。 

    今年度新たに複数の奨学金に採用された場合、全ての奨学金について登録 

   してください。ただし、今回は｢給付奨学金｣のもののみ利用します。 

   ※登録した「ユーザ ID」「パスワード」は大学では調べることができませんので、 

くれぐれも忘れないようにしてください。 
 
３．入力上の注意 

※B-『誓約欄』以降、「受付番号」が表示されるまで入力してください。 

※E-『あなたの国籍情報』国籍、在留資格等に変更がある場合、後述の「証明書

類」の提出が必要です。 

※G-『あなたの住所情報』登録されているあなたの現住所等が表示されます。 

※J-『通学形態の確認』自宅通学から自宅外通学に変更した場合、【k-『あなたの

通学状況』の入力と、後述の「証明書類」の提出が必要です。 

※自宅外通学者として認められるためには、家賃発生や【k-『あなたの通学状況』】 

の「自宅外適用要件」への該当が求められます。例えば、家賃が無償の寮在住 

の場合は自宅外通学者としては認められません。 

※入力後に表示される「受付番号」を控えておいてください。 

ただし、｢受付番号｣は大学に提出の必要はありません。 

 

 



Ⅱ.「証明書類」提出【該当者のみ必要】 

１．提出期間 

令和２年７月２０日(月)～７月２７日(月)（必着） 

 

２．提出方法 

   神戸大学奨学支援グループ窓口に郵送 

   ※簡易書留やレターパックライト等、追跡ができる方法で発送してください。 

   ※発送の際は封筒表面に朱書きで「在籍報告関係書類在中」と記載してください。 

    
３．提出上の注意 

※提出が必要な方は次の２通りです。あなたは本当に提出が必要か、郵送前に

改めてよく確認してください。 

 ⅰ）E-『あなたの国籍情報』の『国籍、在留資格等に変更はありますか。』で   

   『はい』を選択。 

 →在留カード等のコピーと別紙「給付奨学金『在留資格証明書類』提出

書」を提出してください。 

 ⅱ）J-『通学形態の確認』の『通学形態に変更ありませんか。』で 

   『通学形態を変更しました（自宅通学から自宅外通学）』を選択。 

 →賃貸借契約書や入寮許可証等のコピーと別紙「給付奨学金『自宅外通

学証明書類』提出書」を提出してください。 

※通学形態が「自宅外通学」と登録されていて『通学形態は変更ありません』

を選択した方や、『通学形態を変更しました（自宅外通学から自宅通学）』を

選択した方は、「自宅外通学証明書類」の提出は不要です。 

 

 

Ⅲ．本件問合せ先・書類郵送先 

  〒657-8501 神戸市灘区鶴甲１－２－１ 

  神戸大学学生支援課奨学支援グループ 

E-mail stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp 

※[at]は＠に変更してください。 
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[ 給付様式 35 ]

年 月 日

独立行政法人

日本学生支援機構理事長　　殿

　下記のとおり届出いたします。

西暦 年 月

学校名 学部（学科）研究科

奨学生番号 採用候補者決定通知登録番号

【提出書類】

以下の１．または２．の状況に応じた提出書類を用意してください。

※提出された上記提出書類は返却されませんので予めご承知おきください。

【提出方法】

異動・補導係 郵送必要

生年月日 日

奨学生採用決定前の場合
（奨学生番号を付与
　されていない場合）

－

学籍番号 フリガナ

給付奨学金 「自宅外通学証明書類」 提出書

奨学生氏名

5 － 0 －

１．学生寮に入っていない者 提出書類（証明書）

－

提出
（該当に○）

①
奨学生本人名義で賃貸借契約を行って
いる場合

・奨学生本人に係るアパート等の「賃貸借契約書」
　のコピー
　　（契約日、入居日、契約期間、契約内容等が分かり、
　　　本人の居住が明確に判別できるもの）

奨学生本人は提出書類を用意して提出欄の該当するものに○をつけ、提出書類の上に本紙を重ねてホチキス留
めし、学校に提出してください。

・学校が承認した「入寮許可証」のコピー
　　（寮費が発生していることが分かるもの）

　　　　　＋
・入寮が義務付けられていることが確認できるもの

②学校から寮生活を義務付けられて
　いない場合

・学校が承認した「入寮許可証」のコピー
　　（寮費が発生していることが分かるもの）

①学校から寮生活を義務付けられて
　いる場合

提出
（該当に○）

・入居者欄に本人氏名が記載された「賃貸借契約書」
　のコピー
　（契約日、入居日、契約期間、契約内容等が分かるもの）

・「賃貸借契約書」のコピー
　（契約日、入居日、契約期間、契約内容等が分かるもの）

　　　　　＋
・「本人の居住証明書」（コピー可）
　　　…「本人の居住証明書」は貸主や契約業者に作成を
　　　　　依頼してください
　　※「本人の居住証明書」の提出が困難な場合は、「本人
　　　氏名が記載された入居申込書」のコピー等と「賃貸借
　　　契約書」のコピー

２．学生寮に入っている者 提出書類（証明書）

②
奨学生本人以外
の名義で賃貸借
契約を行ってい
る場合

a.賃貸借契約書に入居
　者欄があり、本人が
　居住していることが
　分かる場合

b.賃貸借契約書に入居
　者欄がなく、本人が
　居住していることが
　不明な場合

学 校 番 号 区分 電話番号 （担当者名） 

（           ） 

－ － 

（20.4） 

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は，機構の奨学金支給業務，奨学金貸与業務（返還業務を含む）及び在籍する学校での授業料等減免業務
のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において，当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含む）が，学校，金融機関，文部科学省及び業務委託
先に必要に応じて提供されますが，その他の目的には利用されません。また，行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合
は，適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。 

給 付（新制度） 



[ 給付様式 34 ]

年 月 日

独立行政法人

日本学生支援機構理事長　　殿

　下記のとおり届出いたします。

西暦 年 月

学校名 学部（学科）研究科

奨学生番号 採用候補者決定通知登録番号

【提出書類】

在留期間を更新済みの者または在留資格を変更済みの者は以下の提出書類を用意してください。

※提出された上記提出書類は返却されませんので予めご承知おきください。

【提出方法】

奨学生本人は提出書類の上に本紙を重ねてホチキス留めし、学校に提出してください。

－ －

給付奨学金 「在留資格証明書類」 提出書

生年月日 日

学籍番号 フリガナ

奨学生氏名

5 － 0 －

異動・補導係 郵送必要

提出書類（証明書）

　　最新の
　　　・「在留カード」のコピー
　　　・「特別永住者証明書」の表裏両面コピー
　　　・「住民票の写し」（在留資格・在留期間が明記されているもの、コピー可）

　　のいずれか

奨学生採用決定前の場合
（奨学生番号を付与
　されていない場合）

学 校 番 号 区分 電話番号 （担当者名） 

（           ） 

－ － 

（20.4） 

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は，機構の奨学金支給業務，奨学金貸与業務（返還業務を含む）及び在籍する学校での授業料等減免業務
のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において，当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含む）が，学校，金融機関，文部科学省及び業務委託
先に必要に応じて提供されますが，その他の目的には利用されません。また，行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合
は，適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。 

給 付（新制度） 
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